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条 例  

 

 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 31 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  横 浜 市 開 港 記 念 日 条 例  

２  横 浜 市 職 員 定 数 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

３  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

４  横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例

及 び 横 浜 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

５  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 一 般 職 職

員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

６  横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

７  横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

８  横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

９  横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

10  横 浜 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 及

び 横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 の 基

準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
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横 浜 市 条 例 第 21 号  

   横 浜 市 開 港 記 念 日 条 例  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  横 浜 が 開 港 を 契 機 に 経 済 的 及 び 文 化 的 活 動 の 拠 点 と な る 大

都 市 へ と 発 展 し た 歴 史 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 将 来 に わ た る 横 浜

の 発 展 を 期 す る 日 と し て 、 開 港 記 念 日 を 設 け る 。  

 （ 開 港 記 念 日 ）  

第 ２ 条  開 港 記 念 日 は 、 ６ 月 ２ 日 と す る 。  

 （ 市 の 取 組 ）  

第 ３ 条  横 浜 市 は 、 開 港 記 念 日 の 趣 旨 に ふ さ わ し い 取 組 を 行 う よ う

努 め る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 22 号  

   横 浜 市 職 員 定 数 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 28 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 13 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「  16,735 人 」 を 「  16,661 人 」 に 、 「 1,55  

 0 人 」 を 「  1,543 人 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「  19,665 人 」 を 「 19  

 ,866 人 」 に 改 め 、 同 項 第 ８ 号 中 「  3,671 人 」 を 「  3,685 人 」 に 、  

 「  3,672 人 」 を 「  3,686 人 」 に 改 め 、 同 項 第 ９ 号 中 「  1,500 人 」  

 を 「  1,495 人 」 に 改 め る 。  

 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整  

備 に 関 す る 条 例 附 則 第 30 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も

の と さ れ た 同 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 職 員 定 数 条

例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例

の 整 備 に 関 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 26 号 ） 附 則 第 30

項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 条 例 第 ６ 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

  第 ２ 条 第 ２ 項 中 「  46,066 人 」 を 「  46,202 人 」 に 、 「   1,936 人 」

を 「  1,909 人 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 23 号  

   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例  

 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 26 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 15 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 10 条 の ３ 第 １ 項 中 「  19,600 円 」 の 次 に 「 （ 30 歳 に 達 す る 日 以 後

の 最 初 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に あ る 者 に あ っ て は 、  28,000 円 ） 」 を 加

え る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 24 号  

   横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す  

   る 条 例 及 び 横 浜 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め  

   る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例  

 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る  

 条 例 （ 平 成 17 年 12 月 横 浜 市 条 例 第  115 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改  

 正 す る 。  

  第 ４ 条 第 ４ 項 を 削 り 、 同 条 第 ５ 項 中 「 、 第 ３ 項 」 を 「 及 び 前 項  

 」 に 改 め 、 「 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 の 支  

 給 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と す る 。  

  第 ５ 条 の 見 出 し を 「 （ 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の  

 適 用 除 外 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う  

 。 」 及 び 「 、 第 20 条 第 ２ 項 」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

 （ 横 浜 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正  

 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 （ 昭 和  

 28 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 27 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 、 勤 勉 手 当 及 び 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」 を  

 「 及 び 勤 勉 手 当 」 に 改 め る 。  

  第 13 条 の ３ を 削 る 。  

  第 18 条 第 ３ 項 中 「 、 第 12 条 及 び 第 13 条 の ２ の 規 定 は 、 特 定 任 期

付 職 員 」 を 「 及 び 第 12 条 の 規 定 は 、 横 浜 市 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の

採 用 及 び 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 17 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 11  

 5 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」  

 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 25 号  

   横 浜 市 一 般 職 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 条 例 及 び 横 浜 市 一  

   般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 勤 務 時 間 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 26 年 12 月

横 浜 市 条 例 第 61 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ 条 の ５ 第 ２ 項 中 「 ３ 歳 に 満 た な い 子 」 を 「 小 学 校 就 学 の 始

期 に 達 す る ま で の 子 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 ２ 項 中 「 ３ 歳 に

満 た な い 子 の あ る 職 員 が 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

、 当 該 子 を 養 育 す る 」 と あ り 、 及 び 前 項 」 を 「 及 び 前 ２ 項 」 に 改

め る 。  

 （ 横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 横 浜

市 条 例 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ４ 条 第 １ 項 第 10 号 中 「 子 の 看 護 休 暇 」 を 「 子 の 看 護 等 休 暇 」

に 、 「 看 護 （ 」 を 「 看 護 等 （ 」 に 、 「 又 は 疾 病 」 を 「 、 疾 病 」 に

、 「 を 行 う こ と 」 を 「 若 し く は 学 校 保 健 安 全 法 （ 昭 和 33 年 法 律 第

56 号 ） 第 20 条 の 規 定 に よ る 学 校 の 休 業 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と

し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 由 に 伴 う 当 該 子 の 世 話 を 行 う こ と

又 は 当 該 子 の 教 育 若 し く は 保 育 に 係 る 行 事 の う ち 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の へ の 参 加 を す る こ と 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 26 号  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 32 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第  134 号 ア 中 「  10,000 円 」 を 「  15,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ

中 「  18,000 円 」 を 「  28,000 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「  28,000 円 」 を 「  

 43,000 円 」 に 改 め 、 同 号 中 サ を シ と し 、 オ か ら コ ま で を カ か ら サ ま

で と し 、 同 号 エ 中 「  200 平 方 メ ー ト ル 」 を 「  300 平 方 メ ー ト ル 」 に

、 「  36,000 円 」 を 「  55,000 円 」 に 改 め 、 同 号 中 エ を オ と し 、 ウ の 次

に 次 の よ う に 加 え る 。  

  エ  同        200 平 方 メ  

   ー ト ル を 超 え 、  300 平 方 メ ー  

   ト ル 以 下 の 場 合        同          48,000 円   

 第 ２ 条 第  134 号 の ２ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 13  

6 号 中 「 第 12 条 第 １ 項 及 び 第 13 条 第 ２ 項 」 を 「 第 11 条 第 １ 項 及 び 第

12 条 第 ２ 項 」 に 、 「 第 12 条 第 ２ 項 及 び 第 13 条 第 ３ 項 」 を 「 第 11 条 第

２ 項 及 び 第 12 条 第 ３ 項 」 に 改 め 、 同 号 ア (ア) 中 「  15,000 円 」 を 「 23,0  

00 円 」 に 改 め 、 同 号 ア (イ) 中 「  18,000 円 」 を 「  29,000 円 」 に 改 め 、 同

号 ア (ウ) 中 「  24,000 円 」 を 「  38,000 円 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 (サ) を (シ) と し

、 (オ) か ら (コ) ま で を (カ) か ら (サ) ま で と し 、 同 号 ア (エ) 中 「  200 平 方 メ ー ト

ル 」 を 「  300 平 方 メ ー ト ル 」 に 、 「  31,000 円 」 を 「  49,000 円 」 に 改

め 、 同 号 ア 中 (エ) を (オ) と し 、 (ウ) の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   (エ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル を 超 え 、  300 平 方  

    メ ー ト ル 以 下 の と き 。    同          42,000 円   

 第 ２ 条 第  136 号 イ (ア) 中 「  16,000 円 」 を 「  24,000 円 」 に 改 め 、 同 号

イ (イ) 中 「  19,000 円 」 を 「  30,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) 中 「  25,000 円

」 を 「  39,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 (サ) を (シ) と し 、 (オ) か ら (コ) ま で を (カ)

か ら (サ) ま で と し 、 同 号 イ (エ) 中 「  200 平 方 メ ー ト ル 」 を 「  300 平 方 メ

ー ト ル 」 に 、 「  34,000 円 」 を 「  53,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 (エ) を (オ)

と し 、 (ウ) の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   (エ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル を 超 え 、  300 平 方  

    メ ー ト ル 以 下 の と き 。    同          44,000 円  

 第 ２ 条 第  136 号 の ２ 中 「 の 非 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 11 条 第 １ 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部 分 を い

う 。 以 下 こ の 号 、 第  139 号 の ５ の ２ 、 第  139 号 の ９ 、 第  139 号 の 10

、 第  139 号 の 17 、 第  139 号 の 18 、 第  139 号 の 20 、 第  139 号 の 21 、 第  

 139 号 の 23 か ら 第  139 号 の 26 ま で 、 第  139 号 の 28 、 第  139 号 の 29 及

び 第  139 号 の 31 に お い て 同 じ 。 ） （ 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 建 築 物
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エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 28 年 経 済 産 業 省 、 国

土 交 通 省 令 第 １ 号 。 以 下 こ の 号 、 第  139 号 の 18 、 第  139 号 の 21 、 第  

 139 号 の 23 、 第  139 号 の 24 、 第  139 号 の 26 、 第  139 号 の 26 の ２ 、 第  

 139 号 の 29 、 第  139 号 の 29 の ２ 及 び 第  139 号 の 31 に お い て 「 基 準 省

令 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 イ に 規 定 す る 一 次 エ ネ ル ギ ー 消

費 量 を い う 。 第  139 号 の ５ の ２ に お い て 同 じ 。 ） の 算 定 対 象 と な る

も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 ア 及 び イ

を 次 の よ う に 改 め る 。  

  ア  一 戸 建 て の 住 宅 （ １ 棟 の 建  

   築 物 か ら な る １ 戸 の 住 宅 で 、  

   住 宅 の 用 途 以 外 の 用 途 に 供 す  

   る 部 分 を 有 し な い も の に 限 る  

   。 以 下 同 じ 。 ） の 場 合     １ 棟 に つ き      14,000 円   

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築  

   物 の 場 合 は 、 １ 棟 に つ き 次 に  

   掲 げ る 額 の う ち 当 該 申 請 に 係  

   る も の を 合 計 し た 額  

   (ア)  住 宅 部 分 （ 建 築 物 エ ネ ル  

    ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め  

    る 省 令 （ 平 成 28 年 経 済 産 業  

    省 、 国 土 交 通 省 令 第 １ 号 。  

    以 下 こ の 号 、 第  139 号 の 18  

    、 第  139 号 の 21 、 第  139 号  

    の 23 、 第  139 号 の 24 、 第 13  

    9 号 の 26 、 第  139 号 の 26 の  

    ２ 、 第  139 号 の 29 及 び 第 13  

    9 号 の 29 の ２ に お い て 「 基  

    準 省 令 」 と い う 。 ） 第 １ 条  

    第 ２ 項 に 規 定 す る 住 宅 部 分  

    を い う 。 以 下 こ の 号 、 第 13  

    9 号 の 17 、 第  139 号 の 18 、  

    第  139 号 の 20 、 第  139 号 の  

    21 、 第  139 号 の 23 か ら 第 13  

    9 号 の 26 ま で 、 第  139 号 の  

    28 及 び 第  139 号 の 29 に お い  

    て 同 じ 。 ） （ 共 用 部 分 の 審  

    査 を 要 し な い 場 合 に あ っ て  

    は 、 当 該 部 分 を 除 く 。 以 下  

    こ の 号 、 第  139 号 の 23 か ら  

    第  139 号 の 26 ま で 、 第  139  
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    号 の 28 及 び 第  139 号 の 29 に  

    お い て 同 じ 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                21,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                35,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               67,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                100,000 円   

   (イ)  非 住 宅 部 分 （ 基 準 省 令 第  

    １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す  

    る 非 住 宅 部 分 を い う 。 以 下  

    こ の 号 、 第  139 号 の 17 、 第  

     139 号 の 18 、 第  139 号 の 20  

    、 第  139 号 の 21 、 第  139 号  

    の 23 か ら 第  139 号 の 26 ま で  

    、 第  139 号 の 28 及 び 第  139  

    号 の 29 に お い て 同 じ 。 ） （  

    一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 （ 基  

    準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号  

    イ に 規 定 す る 一 次 エ ネ ル ギ  

    ー 消 費 量 を い う 。 ） の 算 定  

    対 象 と な る も の に 限 り 、 工  

    場 等 （ 基 準 省 令 第 10 条 第 １  

    号 に 規 定 す る 工 場 等 を い う  

    。 第  139 号 の 18 、 第  139 号  

    の 23 及 び 第  139 号 の 24 に お  

    い て 同 じ 。 ） の 用 途 に 供 す  

    る と 認 め ら れ る 部 分 を 除 く  

    。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ  

    。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  
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     ト ル 未 満 の と き 。               19,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               26,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              38,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              95,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               140,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               180,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               220,000 円  

 第 ２ 条 第  136 号 の ２ ウ か ら キ ま で を 削 り 、 同 条 第  139 号 ア 中 「 15  

,000 円 」 を 「  24,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「  18,000 円 」 を 「  28,000  

円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中 「  23,000 円 」 を 「  37,000 円 」 に 改 め 、 同 号 中

サ を シ と し 、 オ か ら コ ま で を カ か ら サ ま で と し 、 同 号 エ 中 「  200 平

方 メ ー ト ル 」 を 「  300 平 方 メ ー ト ル 」 に 、 「  32,000 円 」 を 「  50,000  

円 」 に 改 め 、 同 号 中 エ を オ と し 、 ウ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  エ  同        200 平 方 メ  

   ー ト ル を 超 え 、  300 平 方 メ ー  

   ト ル 以 下 の 場 合        同          42,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の ２ の ２ 及 び 第  139 号 の ３ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま

で 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の ５ の ２ 中 「 の 非 住 宅 部 分 （ 一 次 エ ネ ル

ギ ー 消 費 量 の 算 定 対 象 と な る も の に 限 る 。 ） 」 を 削 り 、 「 第  136 号

の ２ ア か ら カ ま で 」 を 「 第  136 号 の ２ ア 及 び イ 」 に 改 め 、 同 条 第 13  

9 号 の ９ ア 中 「 、 第  139 号 の 24 及 び 第  139 号 の 31 」 を 「 及 び 第  139  

号 の 24 」 に 、 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 サ ま で 」

を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ (イ) 中 「 第 12 条 第 ６ 項 又 は 第 13 条 第 ７ 項
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」 を 「 第 11 条 第 ６ 項 又 は 第 12 条 第 ７ 項 」 に 改 め 、 「 の 非 住 宅 部 分 」

を 削 り 、 同 条 第  139 号 の 10 ア 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同

号 イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 号 イ (イ) 中 「 第 12 条 第 ６ 項

又 は 第 13 条 第 ７ 項 」 を 「 第 11 条 第 ６ 項 又 は 第 12 条 第 ７ 項 」 に 改 め 、

「 の 非 住 宅 部 分 」 を 削 り 、 同 条 第  139 号 の 12 ア 及 び イ 並 び に 第  139  

号 の 14 ア 及 び イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の

17 中 「 第 15 条 第 １ 項 」 を 「 第 14 条 第 １ 項 」 に 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を

「 建 築 物 の 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 （ １ 棟 の 建 築 物 か ら な る １ 戸 の 住

宅 で 、 住 宅 の 用 途 以 外 の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 し な い も の に 限 る 。

以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「  4,900 円 」 を 「  4,700 円 」 に 改 め 、 同 号

イ (ア) を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (ア)  住 宅 部 分  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 9,400 円   

    ｂ  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                20,000 円   

    ｃ  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               45,000 円   

    d  同  

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               81,000 円  

 第 ２ 条 第  139 号 の 17 イ (イ) を 削 り 、 同 号 イ (ウ) ａ 中 「 非 住 宅 部 分 」 を

「 当 該 非 住 宅 部 分 」 に 、 「  9,600 円 」 を 「  9,400 円 」 に 改 め 、 同 号

イ (ウ) ｂ 中 「  17,000 円 」 を 「  16,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｄ 中 「 81,0  

00 円 」 を 「  80,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) を 同 号 イ (イ) と し 、 同 条 第 13  

9 号 の 18 中 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 「 建 築 物 の 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 基

準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 の も の に 限

る 」 を 「 イ 及 び ウ に 掲 げ る も の で あ る も の を 除 く 」 に 改 め 、 同 号 ウ

(ア) か ら (ウ) ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (ア)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が (イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の で  

    あ る も の を 除 く 。 ）  

    ａ  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                69,000 円   
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    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 120,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                200,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                280,000 円   

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

    イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る  

    評 価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                51,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                86,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                150,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                220,000 円   

   (ウ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                33,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  
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     ル 未 満 の と き 。                57,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                160,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 18 ウ (エ) ａ 中 「 非 住 宅 部 分 」 を 「 当 該 非 住 宅 部 分

」 に 、 「   240,000  円 」 を 「   230,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｂ 中 「 30  

0,000  円 」 を 「   290,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｃ 中 「   380,000  円 」

を 「   370,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｄ 中 「   550,000  円 」 を 「  530,00  

0 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｅ 中 「   670,000  円 」 を 「   650,000  円 」 に 改

め 、 同 号 ウ (エ) ｆ 中 「   790,000  円 」 を 「   770,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ

(エ) ｇ 中 「   900,000  円 」 を 「   870,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ａ 中 「 非

住 宅 部 分 」 を 「 当 該 非 住 宅 部 分 」 に 、 「  97,000 円 」 を 「  87,000 円 」

に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｂ 中 「   120,000  円 」 を 「   110,000  円 」 に 改 め 、 同

号 ウ (オ) ｃ 中 「   160,000  円 」 を 「   150,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｄ 中

「   260,000  円 」 を 「   240,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｅ 中 「   330,000   

円 」 を 「   310,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｆ 中 「   390,000  円 」 を 「 37  

0,000   円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｇ 中 「   470,000  円 」 を 「   440,000  円 」

に 改 め 、 同 号 ウ を 同 号 エ と し 、 同 号 イ 中 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ

(1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 、 「 を 除 く 」 を 「 に 限 る 」

に 改 め 、 同 号 中 イ を ウ と し 、 ア の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          25,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          28,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 19 中 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 「 建 築 物 の 」 に 改 め 、

同 号 ア 及 び イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の 20

中 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 「 建 築 物 の 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「  2,400 円 」

を 「  2,350 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) 中 「 住 戸 部 分 （ 」 を 「 住 宅 部 分 （

」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) ａ か ら ｄ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

    ａ  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  
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     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 4,700 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                10,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               22,500 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               40,500 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 20 イ (ア) ｅ か ら ｉ ま で 及 び (イ) を 削 り 、 同 号 イ (ウ) ａ

中 「  4,800 円 」 を 「  4,700 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｂ 中 「  8,500 円 」

を 「  8,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｄ 中 「  40,500 円 」 を 「  40,000 円 」

に 改 め 、 同 号 イ (ウ) を 同 号 イ (イ) と し 、 同 号 イ (エ) 中 「 、 (イ) 及 び (ウ) 以 外 の

住 戸 部 分 、 共 用 部 分 」 を 「 及 び (イ) 以 外 の 住 宅 部 分 」 に 改 め 、 同 号 イ

(エ) を 同 号 イ (ウ) と し 、 同 条 第  139 号 の 21 中 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 「 建 築

物 の 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) の 基

準 に よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 」 を 「 イ 及 び ウ に 掲 げ る も の で あ る

も の を 除 く 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ア) 中 「 住 戸 部 分 （ 当 該 建 築 物 の 一 以 上

の 住 戸 の 」 を 「 住 宅 部 分 （ 当 該 」 に 、 「 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1)

又 は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 」 を 「 (イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の 以 外 」

に 改 め 、 同 号 ウ (ア) ａ か ら ｄ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

    ａ  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                34,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                60,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                140,000 円  

 第 ２ 条 第  139 号 の 21 ウ (ア) ｅ か ら ｉ ま で 及 び (ウ) を 削 り 、 同 号 ウ (イ) 中
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「 住 戸 部 分 （ 当 該 建 築 物 の 一 以 上 の 住 戸 の 」 を 「 住 宅 部 分 （ 当 該 」

に 、 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 又 は ロ (2)

」 に 、 「 を 除 き 」 を 「 で 、 か つ 」 に 改 め 、 同 号 ウ (イ) ａ か ら d ま で を

次 の よ う に 改 め る 。  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                16,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                28,500 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               50,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               80,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 21 ウ 中 (イ) ｅ か ら ｉ ま で を 削 り 、 (イ) を (ウ) と し 、 (ア)

の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

    イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る  

    評 価 方 法 の も の で 、 か つ 、  

    既 に 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進  

    に 関 す る 法 律 第 54 条 第 １ 項  

    （ 同 法 第 55 条 第 ２ 項 に お い  

    て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）  

    の 規 定 に 基 づ く 低 炭 素 建 築  

    物 新 築 等 計 画 の 認 定 を 受 け  

    た 部 分 に 限 る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                25,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                43,000 円   

    c  同   
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          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               75,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                110,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 21 ウ (エ) ａ 中 「   120,000  円 」 を 「   115,000  円 」 に

改 め 、 同 号 ウ (エ) ｂ 中 「   150,000  円 」 を 「   145,000  円 」 に 改 め 、 同 号

ウ (エ) ｃ 中 「   190,000  円 」 を 「   185,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｄ 中 「  

  275,000  円 」 を 「   265,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｅ 中 「   335,000  円

」 を 「   325,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｆ 中 「   395,000  円 」 を 「 385,  

000 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (エ) ｇ 中 「   450,000  円 」 を 「   435,000  円 」 に

改 め 、 同 号 ウ (オ) ａ 中 「  48,500 円 」 を 「  43,500 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ)

ｂ 中 「  60,000 円 」 を 「  55,000 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｃ 中 「  80,000 円

」 を 「  75,000 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｄ 中 「   130,000  円 」 を 「  120,00  

0 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) ｅ 中 「   165,000  円 」 を 「   155,000  円 」 に 改

め 、 同 号 ウ (オ) ｆ 中 「   195,000  円 」 を 「   185,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ

(オ) ｇ 中 「   235,000  円 」 を 「   220,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ウ (カ) 中 「 住 戸

部 分 、 共 用 部 分 」 を 「 住 宅 部 分 」 に 、 「 第  139 号 の 18 ウ 」 を 「 第 13  

9 号 の 18 エ 」 に 改 め 、 同 号 ウ を 同 号 エ と し 、 同 号 イ 中 「 第 10 条 第 ２

号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 、 「 を 除 く 」

を 「 に 限 る 」 に 改 め 、 同 号 中 イ を ウ と し 、 ア の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。  

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          12,500 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          14,000 円  

 第 ２ 条 第  139 号 の 22 中 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 「 建 築 物 の 」 に 改 め 、

同 号 ア 及 び イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の 23

中 「 １ 件 に つ き 」 を 削 り 、 「 第 35 条 第 １ 項 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 」 に

、 「 第 34 条 第 ３ 項 」 を 「 第 29 条 第 ３ 項 」 に 改 め 、 「 の 非 住 宅 部 分 」

を 削 り 、 同 号 ア か ら エ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  ア  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が イ 及 び ウ に 掲 げ る も の  
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   で あ る も の を 除 く 。 ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    １ 件 に つ き      34,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          38,000 円   

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項  

   第 ２ 号 イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又  

   は 同 号 イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に  

   よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 。  

   ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          25,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          28,000 円   

  ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項  

   第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に  

   よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 。  

   ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          17,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          19,000 円   

  エ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築  

   物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に  

   掲 げ る 額 の う ち 当 該 申 請 に 係  

   る も の を 合 計 し た 額  

   (ア)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が (イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の で  

    あ る も の を 除 く 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                69,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 120,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  
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     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                200,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                280,000 円   

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第  

    ２ 号 イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又  

    は 同 号 イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準  

    に よ る 評 価 方 法 の も の に 限  

    る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                51,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                86,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                150,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                220,000 円   

   (ウ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第  

    ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る  

    。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                33,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                57,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  
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     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                160,000 円   

   (エ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 又  

    は 一 部 を 工 場 等 の 用 途 以 外  

    の 用 途 に 供 す る と 認 め ら れ  

    る も の で 、 か つ 、 当 該 評 価  

    方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １  

    項 第 １ 号 ロ の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の 以 外 の も の に  

    限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                230,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                290,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               370,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               530,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               650,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               770,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               870,000 円   

   (オ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 又  

    は 一 部 を 工 場 等 の 用 途 以 外  
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    の 用 途 に 供 す る と 認 め ら れ  

    る も の で 、 か つ 、 当 該 評 価  

    方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １  

    項 第 １ 号 ロ の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               87,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                110,000 円   

    ｃ  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               150,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               240,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               310,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               370,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               440,000 円   

   (カ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 を  

    工 場 等 の 用 途 に 供 す る と 認  

    め ら れ る も の で 、 か つ 、 当  

    該 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 １  

    条 第 １ 項 第 １ 号 ロ の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の 以 外 の  

    も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  
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     ト ル 未 満 の と き 。               23,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               31,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              43,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               100,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               150,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               190,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               230,000 円   

   (キ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 を  

    工 場 等 の 用 途 に 供 す る と 認  

    め ら れ る も の で 、 か つ 、 当  

    該 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 １  

    条 第 １ 項 第 １ 号 ロ の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る  

    。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               19,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               26,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  
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     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              38,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              95,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               140,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               180,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               220,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 23 の ２ 中 「 １ 件 に つ き 」 を 削 り 、 「 第 35 条 第 １

項 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 「 の 非 住 宅 部 分 」 を 削 り 、 同 号 ア

及 び イ を 次 の よ う に 改 め る 。  

  ア  一 戸 建 て の 住 宅 の 場 合    １ 件 に つ き       4,700 円   

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築  

   物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に  

   掲 げ る 額 の う ち 当 該 申 請 に 係  

   る も の を 合 計 し た 額  

   (ア)  住 宅 部 分  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 9,400 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                20,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               45,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               81,000 円   
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   (イ)  非 住 宅 部 分  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                9,400 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               16,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              27,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              80,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               130,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               160,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               200,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 23 の ２ ウ か ら カ ま で を 削 り 、 同 条 第  139 号 の 24

中 「 第 11 条 」 を 「 第 13 条 」 に 改 め 、 「 １ 件 に つ き 」 及 び 「 の 非 住 宅

部 分 」 を 削 り 、 同 号 ア か ら エ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

  ア  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が イ 及 び ウ に 掲 げ る も の  

   で あ る も の を 除 く 。 ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    １ 件 に つ き      17,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          19,000 円   

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項  

   第 ２ 号 イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又  
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   は 同 号 イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に  

   よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 。  

   ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          12,500 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          14,000 円   

  ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項  

   第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に  

   よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 。  

   ） の 場 合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同           8,500 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同           9,500 円   

  エ  一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 建 築  

   物 の 場 合 は 、 １ 件 に つ き 次 に  

   掲 げ る 額 の う ち 当 該 申 請 に 係  

   る も の を 合 計 し た 額  

   (ア)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が (イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の で  

    あ る も の を 除 く 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                34,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                60,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                140,000 円   

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第  

    ２ 号 イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又  
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    は 同 号 イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準  

    に よ る 評 価 方 法 の も の に 限  

    る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                25,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                43,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               75,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                110,000 円   

   (ウ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １ 項 第  

    ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る  

    。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                16,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                28,500 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               50,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               80,000 円   

   (エ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 又  

    は 一 部 を 工 場 等 の 用 途 以 外  

    の 用 途 に 供 す る と 認 め ら れ  

    る も の で 、 か つ 、 当 該 評 価  
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    方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １  

    項 第 １ 号 ロ の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の 以 外 の も の に  

    限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                115,000 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                145,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               185,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               265,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               325,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               385,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               435,000 円   

   (オ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 又  

    は 一 部 を 工 場 等 の 用 途 以 外  

    の 用 途 に 供 す る と 認 め ら れ  

    る も の で 、 か つ 、 当 該 評 価  

    方 法 が 基 準 省 令 第 １ 条 第 １  

    項 第 １ 号 ロ の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               43,500 円   
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    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               55,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              75,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               120,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               155,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。               185,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               220,000 円   

   (カ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 を  

    工 場 等 の 用 途 に 供 す る と 認  

    め ら れ る も の で 、 か つ 、 当  

    該 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 １  

    条 第 １ 項 第 １ 号 ロ の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の 以 外 の  

    も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               11,500 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               15,500 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  
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     ー ト ル 未 満 の と き 。              21,500 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              50,000 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              75,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              95,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               115,000 円   

   (キ)  非 住 宅 部 分 （ そ の 全 部 を  

    工 場 等 の 用 途 に 供 す る と 認  

    め ら れ る も の で 、 か つ 、 当  

    該 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 １  

    条 第 １ 項 第 １ 号 ロ の 基 準 に  

    よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る  

    。 ）  

    a  当 該 非 住 宅 部 分 の 床 面  

     積 の 合 計 が  300 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                9,500 円   

    b  同   

           300 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  1,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               13,000 円   

    c  同   

           1,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              19,000 円   

    d  同   

           2,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  5,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              47,500 円   

    e  同   

           5,000 平 方 メ  
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     ー ト ル 以 上  10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              70,000 円   

    f  同   

           10,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上  25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 未 満 の と き 。              90,000 円   

    g  同   

           25,000 平 方 メ  

     ー ト ル 以 上 の と き 。               110,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 25 中 「 第 34 条 第 １ 項 」 を 「 第 29 条 第 １ 項 」 に 、

「 第 35 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 、 「 第 34 条 第

３ 項 」 を 「 第 29 条 第 ３ 項 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 削 り 、 同 号

ア 中 「  4,900 円 」 を 「  4,700 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) を 次 の よ う に 改

め る 。  

   (ア)  住 宅 部 分  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 9,400 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                20,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               45,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               81,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 25 イ (イ) を 削 り 、 同 号 イ (ウ) ａ 中 「 非 住 宅 部 分 」 を

「 当 該 非 住 宅 部 分 」 に 、 「  9,600 円 」 を 「  9,400 円 」 に 改 め 、 同 号

イ (ウ) ｂ 中 「  17,000 円 」 を 「  16,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｄ 中 「 81,0  

00 円 」 を 「  80,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) を 同 号 イ (イ) と し 、 同 条 第 13  

9 号 の 26 中 「 第 34 条 第 １ 項 」 を 「 第 29 条 第 １ 項 」 に 、 「 第 35 条 第 １

項 第 １ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を

削 り 、 同 号 ア 中 「 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) の 基 準 に よ る

評 価 方 法 の も の に 限 る 」 を 「 イ 及 び ウ に 掲 げ る も の で あ る も の を 除

く 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ア) か ら (ウ) ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (ア)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が (イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の で  
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    あ る も の を 除 く 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                69,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 120,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                200,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                280,000 円   

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

    イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る  

    評 価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                51,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 86,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                150,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                220,000 円   

   (ウ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (2) 及 び ロ (2) の 基 準 に よ る 評  

    価 方 法 の も の に 限 る 。 ）  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  
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     ル 未 満 の と き 。                33,000 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                57,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                160,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 26 ウ (エ) を 削 り 、 同 号 ウ (オ) ａ 中 「 非 住 宅 部 分 」 を

「 当 該 非 住 宅 部 分 」 に 改 め 、 同 号 ウ (オ) を 同 号 ウ (エ) と し 、 同 号 ウ (カ) ａ

中 「 非 住 宅 部 分 」 を 「 当 該 非 住 宅 部 分 」 に 改 め 、 同 号 ウ (カ) を 同 号 ウ

(オ) と し 、 同 号 ウ を 同 号 エ と し 、 同 号 イ 中 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ

(1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 、 「 を 除 く 」 を 「 に 限 る 」

に 改 め 、 同 号 中 イ を ウ と し 、 ア の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          25,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          28,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 26 の ２ 中 「 第 34 条 第 １ 項 」 を 「 第 29 条 第 １ 項 」

に 、 「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は

」 を 削 り 、 「 、 イ 若 し く は ウ 」 を 「 か ら ウ ま で 若 し く は エ 」 に 改 め

、 同 号 ア 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、

「  4,900 円 」 を 「  4,700 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４

号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又

は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 」 を 「 ウ 及 び エ に 掲 げ る も の 以 外 」 に

改 め 、 同 号 オ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」

に 、 「 前 号 ウ (ア) か ら (カ) ま で 」 を 「 前 号 エ (ア) か ら (オ) ま で 」 に 改 め 、 同

号 オ を 同 号 カ と し 、 同 号 エ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第

１ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 か ら (ウ) ま で 」 を 「 及 び (イ) 」 に 改 め 、 同 号 エ を 同

号 オ と し 、 同 号 ウ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４
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号 」 に 、 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び

ロ (2) 」 に 改 め 、 「 以 外 の も の 」 を 削 り 、 同 号 中 ウ を エ と し 、 イ の 次

に 次 の よ う に 加 え る 。  

  ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 建 築 物 の  

   エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等  

   に 関 す る 法 律 第 30 条 第 １ 項 第  

   ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て  

   い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ  

   め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費  

   性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を  

   受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。              25,000 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。              28,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 27 中 「 第 34 条 第 １ 項 」 を 「 第 29 条 第 １ 項 」 に 、

「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を

削 り 、 同 号 ア 及 び イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 第  139 

号 の 28 中 「 第 36 条 第 １ 項 」 を 「 第 31 条 第 １ 項 」 に 、 「 第 34 条 第 ３ 項

各 号 」 を 「 第 29 条 第 ３ 項 各 号 」 に 、 「 第 36 条 第 ２ 項 」 を 「 第 31 条 第

２ 項 」 に 、 「 第 35 条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 、

「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を

削 り 、 同 号 ア 中 「  2,400 円 」 を 「  2,350 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) 中 「

住 戸 部 分 （ 」 を 「 住 宅 部 分 （ 」 に 、 「 第 35 条 第 １ 項 」 を 「 第 30 条 第

１ 項 」 に 改 め 、 同 号 イ (ア) ａ か ら ｄ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                 4,700 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                10,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  
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     ト ル 未 満 の と き 。               22,500 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               40,500 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 28 イ (ア) ｅ か ら ｉ ま で 及 び (イ) を 削 り 、 同 号 イ (ウ) ａ

中 「  4,800 円 」 を 「  4,700 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｂ 中 「  8,500 円 」

を 「  8,000 円 」 に 改 め 、 同 号 イ (ウ) ｄ 中 「  40,500 円 」 を 「  40,000 円 」

に 改 め 、 同 号 イ (ウ) を 同 号 イ (イ) と し 、 同 号 イ (エ) 中 「 、 (イ) 及 び (ウ) 以 外 の

住 戸 部 分 、 共 用 部 分 」 を 「 及 び (イ) 以 外 の 住 宅 部 分 」 に 改 め 、 同 号 イ

(エ) を 同 号 イ (ウ) と し 、 同 条 第  139 号 の 29 中 「 第 36 条 第 １ 項 」 を 「 第 31

条 第 １ 項 」 に 、 「 第 34 条 第 ３ 項 各 号 」 を 「 第 29 条 第 ３ 項 各 号 」 に 、

「 第 36 条 第 ２ 項 」 を 「 第 31 条 第 ２ 項 」 に 、 「 第 35 条 第 １ 項 第 １ 号 」

を 「 第 30 条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 、 「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項

」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 削 り 、 同 号 ア 中 「 基 準 省 令 第 10 条 第

２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 の も の に 限 る 」 を 「 イ 及 び

ウ に 掲 げ る も の で あ る も の を 除 く 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ア) 中 「 住 戸 部 分

（ 当 該 建 築 物 の 一 以 上 の 住 戸 の 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ

(1) 又 は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 」 を 「 住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法 が

(イ) 及 び (ウ) に 掲 げ る も の 以 外 」 に 、 「 第 35 条 第 １ 項 」 を 「 第 30 条 第 １

項 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ア) ａ か ら ｄ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                34,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                60,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。                100,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                140,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 29 ウ (ア) ｅ か ら i ま で 及 び (ウ) を 削 り 、 同 号 ウ (イ) 中

「 住 戸 部 分 （ 当 該 建 築 物 の 一 以 上 の 住 戸 の 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第 10

条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「 住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法 が 基 準 省 令 第

10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 、 「 を 除 き 」 を 「 で 、 か つ 」 に 、 「 第

35 条 第 １ 項 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 号 ウ (イ) ａ か ら ｄ ま で を

次 の よ う に 改 め る 。  
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    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                16,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                28,500 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               50,000 円   

    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。               80,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 29 ウ 中 (イ) ｅ か ら i ま で を 削 り 、 (イ) を (ウ) と し 、 (ア)

の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   (イ)  住 宅 部 分 （ 当 該 評 価 方 法  

    が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ  

    (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

    イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る  

    評 価 方 法 の も の で 、 か つ 、  

    既 に 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消  

    費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法  

    律 第 30 条 第 １ 項 （ 同 法 第 31  

    条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る  

    場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基  

    づ く 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費  

    性 能 向 上 計 画 の 認 定 を 受 け  

    た 部 分 に 限 る 。 ）    

    a  当 該 住 宅 部 分 の 床 面 積  

     の 合 計 が  300 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                25,500 円   

    b  同   

          300 平 方 メ ー ト  

     ル 以 上  2,000 平 方 メ ー ト  

     ル 未 満 の と き 。                43,000 円   

    c  同   

          2,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上  5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 未 満 の と き 。               75,000 円   
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    d  同   

          5,000 平 方 メ ー  

     ト ル 以 上 の と き 。                110,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 29 ウ 中 (エ) を 削 り 、 (オ) を (エ) と し 、 (カ) を (オ) と し 、 同

号 ウ (キ) 中 「 (カ) ま で 以 外 の 住 戸 部 分 、 共 用 部 分 」 を 「 (オ) ま で 以 外 の 住

宅 部 分 」 に 、 「 第  139 号 の 26 ウ 」 を 「 第  139 号 の 26 エ 」 に 改 め 、 同

号 ウ (キ) を 同 号 ウ (カ) と し 、 同 号 ウ を 同 号 エ と し 、 同 号 イ 中 「 第 10 条 第

２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 、 「 を 除 く

」 を 「 に 限 る 」 に 改 め 、 同 号 中 イ を ウ と し 、 ア の 次 に 次 の よ う に 加

え る 。  

  イ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。    同          12,500 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。    同          14,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 29 の ２ 中 「 第 36 条 第 １ 項 」 を 「 第 31 条 第 １ 項 」

に 、 「 第 34 条 第 ３ 項 各 号 」 を 「 第 29 条 第 ３ 項 各 号 」 に 、 「 第 36 条 第

２ 項 」 を 「 第 31 条 第 ２ 項 」 に 、 「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項

」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を 削 り 、 「 、 イ 若 し く は ウ 」 を 「 か ら

ウ ま で 若 し く は エ 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「

第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「  2,400 円 」 を 「  2,350 円 」 に 改 め 、 同

号 イ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 基

準 省 令 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) の 基 準 に よ る 評 価 方 法 」 を 「 ウ 及

び エ に 掲 げ る も の 以 外 」 に 改 め 、 同 号 オ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」

を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 前 号 ウ (ア) か ら (キ) ま で 」 を 「 前 号 エ

(ア) か ら (カ) ま で 」 に 改 め 、 同 号 オ を 同 号 カ と し 、 同 号 エ 中 「 第 35 条 第

１ 項 第 ４ 号 」 を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 (エ) ま で 」 を 「 (ウ) ま で

」 に 改 め 、 同 号 エ を 同 号 オ と し 、 同 号 ウ 中 「 第 35 条 第 １ 項 第 ４ 号 」

を 「 第 30 条 第 １ 項 第 ４ 号 」 に 、 「 第 10 条 第 ２ 号 イ (1) 又 は ロ (1) 」 を 「

第 10 条 第 ２ 号 イ (2) 及 び ロ (2) 」 に 改 め 、 「 以 外 の も の 」 を 削 り 、 同 号

ウ を 同 号 エ と し 、 同 号 イ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  ウ  一 戸 建 て の 住 宅 （ 建 築 物 の  

   エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等  

   に 関 す る 法 律 第 30 条 第 １ 項 第  

   ４ 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て  
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   い る こ と に つ い て 、 あ ら か じ  

   め 登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費  

   性 能 判 定 機 関 等 に よ る 審 査 を  

   受 け た も の を 除 き 、 当 該 評 価  

   方 法 が 基 準 省 令 第 10 条 第 ２ 号  

   イ (1) 及 び ロ (2) の 基 準 又 は 同 号  

   イ (2) 及 び ロ (1) の 基 準 に よ る 評  

   価 方 法 の も の に 限 る 。 ） の 場  

   合  

   (ア)  住 宅 の 床 面 積 が  200 平 方  

    メ ー ト ル 未 満 の と き 。              12,500 円   

   (イ)  同        200 平 方  

    メ ー ト ル 以 上 の と き 。              14,000 円   

 第 ２ 条 第  139 号 の 30 中 「 第 36 条 第 １ 項 」 を 「 第 31 条 第 １ 項 」 に 、

「 第 35 条 第 ２ 項 」 を 「 第 30 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 「 住 戸 の 数 又 は 」 を

削 り 、 同 号 ア 及 び イ 中 「 サ ま で 」 を 「 シ ま で 」 に 改 め 、 同 条 中 第 13  

9 号 の 31 を 削 り 、 第  139 号 の 32 を 第  139 号 の 31 に 、 第  139 号 の 33 を

第  139 号 の 32 と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 手 数 料 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例  

 の 施 行 の 日 以 後 の 申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 申  

 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 27 号  

   横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 福 祉 特 別 乗 車 券 条 例 （ 平 成 25 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 区 間 」 の 次 に 「 又 は 区 域 」 を 加 え 、 同 条 第 ４ 号 中 「 一

般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 」 を 「 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 」 に

改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 28 号  

   横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 （ 平 成 15 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 30 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 の 見 出 し 中 「 利 用 」 を 「 利 用 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 区 間 」

の 次 に 「 又 は 区 域 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  

  た だ し 、 第 ４ 号 の う ち 規 則 で 定 め る 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者

が 規 則 で 定 め る 区 間 又 は 区 域 に お い て 運 行 す る 交 通 機 関 に つ い て

は 、 当 該 一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 が 定 め る 運 賃 又 は 料 金 の 一 部

を 支 払 う こ と に よ り 、 利 用 す る こ と が で き る 。  

 第 ２ 条 第 ４ 号 中 「 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 」 を 「 一 般 旅 客

自 動 車 運 送 事 業 者 」 に 改 め る 。  

 第 ５ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 負 担 額 の 免 除 ）  

第 ５ 条 の ２  市 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 当 該 各 号 に 該 当 す る こ  

 と と な っ た 日 以 後 最 初 に 交 付 を 受 け る 乗 車 証 （ こ の 項 の 規 定 に よ  

 り 前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 負 担 額 の 免 除 を 受 け て 交 付 を 受 け た 乗 車  

 証 に 限 る 。 ） の 有 効 期 間 の 開 始 日 か ら 起 算 し て ３ 年 間 に 限 り 、 当  

 該 者 に 対 し 、 同 項 に 規 定 す る 負 担 額 を 免 除 す る も の と す る 。  

 (1)  75 歳 に 達 し た 日 以 後 に 運 転 免 許 証 の 返 納 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和

35 年 法 律 第  105 号 ） 第  104 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 運 転 免 許

（ 同 法 第 84 条 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で に 規 定 す る 全 て の 種 類 の 運

転 免 許 を い う 。 ） の 取 消 し を 受 け 、 同 法 第  107 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 返 納 す る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を し た 者  

 (2)  74 歳 に 達 し た 日 以 後 最 初 に 到 来 す る 乗 車 証 の 有 効 期 間 の 開 始  

  日 か ら 当 該 有 効 期 間 の 末 日 ま で の 間 に 運 転 免 許 証 の 返 納 を し た  

  者  

２  前 項 の 規 定 に よ る 負 担 額 の 免 除 を 受 け て 乗 車 証 の 交 付 を 受 け よ  

 う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る 期 間 内 に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら  

 な い 。  

 附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

 （ 横 浜 市 健 康 診 査 を 受 診 し た 者 に 係 る 特 例 ）  

３  市 長 は 、 75 歳 以 上 の 者 で あ っ て 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 横 浜

市 健 康 診 査 （ 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 57 年 法 律 第

80 号 ） 第  125 条 第 １ 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う 。 以 下 「 健 康 診

査 」 と い う 。 ） を 受 診 し た 者 の う ち 、 要 介 護 状 態 （ 介 護 保 険 法 （

平 成 ９ 年 法 律 第  123 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 介 護 状 態 を い

う 。 ） と な る こ と の 予 防 の た め に 社 会 参 加 を 支 援 し 、 健 康 の 保 持

増 進 を 図 る 必 要 が あ る と 認 め る も の に 対 し て 、 当 分 の 間 、 第 ５ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 負 担 額 を 免 除 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い
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て 、 当 該 者 に 交 付 さ れ る 乗 車 証 の 有 効 期 間 は 、 当 該 健 康 診 査 を 受

診 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 10 月 １ 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 と

す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 敬 老 特 別 乗 車 証 条 例 （ 以 下 「 新  

 条 例 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の ２ の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に  

 同 条 各 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 者 に つ い て 適 用 す る 。  

３  新 条 例 附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 敬 老 特 別  

 乗 車 証 の 交 付 を 申 請 す る 者 に つ い て 適 用 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 29 号  

   横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例  

 横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 60 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ 横 浜 市 立 み な と 赤 十 字 病 院 の 項 中 「 50 床 」 を 「 40 床 」 に

改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 30 号  

   横 浜 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る  

   条 例 及 び 横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育  

   事 業 の 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 （ 横 浜 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 の  

 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  横 浜 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条

例 （ 平 成 26 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 47 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

  第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 行 う 」 を 「 実 施 す る 」 に 改 め 、 同 条 第

５ 項 中 「 第 １ 項 第 ３ 号 」 を 「 第 １ 項 本 文 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 中 「 同 号 」

を 「 同 項 本 文 （ 同 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る

。  

   前 項 各 号 の 「 代 替 保 育 連 携 協 力 者 」 と は 、 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲

げ る 事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る も の を い う 。  

  第 ６ 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 当 該 」 を 削 り 、 「 事 業 所 （ 以 下 」 を 「

事 業 所 （ 次 号 に お い て 」 に 、 「 第 27 条 の 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し

く は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「

小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業 者 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 小 規 模 保 育 事 業

Ａ 型 事 業 者 等 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「

前 項 第 ２ 号 」 を 「 第 １ 項 第 ２ 号 」 に 、 「 全 て を 満 た す と 認 め る 」

を 「 い ず れ か を 満 た す 」 に 、 「 同 号 」 を 「 同 項 本 文 （ 同 号 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 代 替 保 育 連 携 協 力 者 を 適 切 に 確 保 し

た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。  

   ア  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 と 代 替 保 育 連 携 協 力 者 と の 間 で 、 そ  

    れ ぞ れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 に さ れ て い る こ  

    と 。  

   イ  代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な  

    い よ う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

  (2)  市 長 が 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 確

保 の 促 進 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ て も な お 当 該 代 替 保 育 連

携 協 力 者 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る こ と 。  

  第 ６ 条 中 第 ２ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を 加 え る  

 。  

 ２  市 長 は 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に よ る 前 項 第 １ 号 に 係 る 連 携 施

設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ
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る 要 件 の 全 て を 満 た す と 認 め る と き は 、 同 項 本 文 （ 同 号 に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を 適 用 し な い こ と が で き る 。  

  (1)  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 が 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 を 適 切 に 確

保 す る こ と 。  

  (2)  次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。  

   ア  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 と 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 と の 間 で  

    、 そ れ ぞ れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 に さ れ て い  

    る こ と 。  

   イ  保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生  

    じ な い よ う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 ３  前 項 各 号 の 「 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 」 と は 、 第 27 条 に 規 定

す る 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し く は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業

所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 （ 第 ５ 項 に お い て 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

事 業 者 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 に

係 る 連 携 協 力 を 行 う も の を い う 。  

  附 則 第 ５ 項 中 「 第 ６ 条 第 １ 項 （ た だ し 書 、 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 を

除 く 」 を 「 第 ６ 条 第 １ 項 本 文 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 」 に 、 「

10 年 」 を 「 15 年 」 に 、 「 同 項 第 ３ 号 」 を 「 同 号 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 の 基  

 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  横 浜 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営

の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 26 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 48 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 42 条 第 １ 項 中 「 第 ５ 項 」 を 「 第 ７ 項 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中

「 行 う 」 を 「 実 施 す る 」 に 改 め 、 同 条 中 第 ９ 項 を 第 11 項 と し 、 第

６ 項 か ら 第 ８ 項 ま で を ２ 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 条 第 ５ 項 中 「 第 １ 項

第 ３ 号 」 を 「 第 １ 項 本 文 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 」 に 改 め

、 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 中 「 同 号 」 を 「 同 項 本 文 （

同 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ６ 項 と し 、 同

条 第 ３ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   前 項 各 号 の 「 代 替 保 育 連 携 協 力 者 」 と は 、 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲

げ る 事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行 う 者 で あ っ て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

場 合 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る も の を い う 。  

  第 42 条 第 ３ 項 第 １ 号 中 「 当 該 」 を 削 り 、 「 事 業 所 （ 以 下 」 を 「

事 業 所 （ 次 号 に お い て 」 に 、 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 若 し く は 小 規

模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 小 規 模 保

育 事 業 Ａ 型 事 業 者 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業

者 等 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 第 ２

号 」 を 「 第 １ 項 第 ２ 号 」 に 、 「 全 て を 満 た す と 認 め る 」 を 「 い ず

れ か を 満 た す 」 に 、 「 同 号 」 を 「 同 項 本 文 （ 同 号 に 係 る 部 分 に 限
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る 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (1)  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 代 替 保 育 連 携 協 力 者 を 適 切 に 確 保

し た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。  

   ア  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 代 替 保 育 連 携 協 力 者 と の 間 で 、  

    そ れ ぞ れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 に さ れ て い る  

    こ と 。  

   イ  代 替 保 育 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生 じ な  

    い よ う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

  (2)  市 長 が 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ る 代 替 保 育 連 携 協 力 者 の

確 保 の 促 進 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ て も な お 当 該 代 替 保 育

連 携 協 力 者 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る こ と 。  

  第 42 条 中 第 ２ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 １ 項 の 次 に 次 の ２ 項 を 加 え る  

 。  

 ２  市 長 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 に よ る 前 項 第 １ 号 に 係 る 連 携

施 設 の 確 保 が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲

げ る 要 件 の 全 て を 満 た す と 認 め る と き は 、 同 項 本 文 （ 同 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を 適 用 し な い こ と が で き る 。  

  (1)  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 を 適 切 に

確 保 す る こ と 。  

  (2)  次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す こ と 。  

   ア  特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 と 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 と の 間  

    で 、 そ れ ぞ れ の 役 割 の 分 担 及 び 責 任 の 所 在 が 明 確 に さ れ て  

    い る こ と 。  

   イ  保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 の 本 来 の 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生  

    じ な い よ う に す る た め の 措 置 が 講 じ ら れ て い る こ と 。  

 ３  前 項 各 号 の 「 保 育 内 容 支 援 連 携 協 力 者 」 と は 、 小 規 模 保 育 事

業 Ａ 型 若 し く は 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 又 は 事 業 所 内 保 育 事 業 を 行

う 者 （ 第 ５ 項 に お い て 「 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型 事 業 者 等 」 と い う

。 ） で あ っ て 、 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 連 携 協 力 を 行

う も の を い う 。  

  附 則 第 ５ 項 中 「 第 42 条 第 １ 項 （ た だ し 書 、 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 を

除 く 」 を 「 第 42 条 第 １ 項 本 文 （ 第 ３ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 」 に 、 「

10 年 」 を 「 15 年 」 に 、 「 同 項 第 ３ 号 」 を 「 同 号 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


